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公の施設の指定管理者の指定（飯田市デイサービスセンター）について 

 

１ 公の施設の概要 

 (1) 基本情報 

ア 施設名（通称） 飯田市北部デイサービスセンター 

イ 所在地 飯田市上郷黒田2112番地１ 

ウ 設置年月日 平成７年４月14日 

エ 設置目的 

介護保険法における通所介護サービスを実施する当該施設は、

要介護者等が在宅生活を続けられるよう、身体機能の維持向上を

目指した機能訓練を行うとともに、他者との交流を通じて社会的

な孤立の解消や認知症予防を図る機会を提供する。 

オ 施設・設備 

事務室、食堂・訓練室、静養室、特殊浴室、一般浴室、厨房等 

鉄筋コンクリート造 平屋建て、延べ床面積 651.87㎡ 

敷地面積 1,361.00㎡ 

カ 施設の写真  
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(2) 管理の状況 

ア 施設を管理する所管課 健康福祉部 長寿支援課 

イ 現在の管理方法 指定管理者制度 

ウ 指定管理者制度導入年月日 平成18年４月１日 

エ 現在の指定管理者名（募集方法） 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会(非公募) 

オ 現在の指定管理期間 平成31年４月１日から令和６年３月31日まで 

カ 指定管理者が行う業務 

介護保険事業（通所介護、介護予防・日常生活

支援総合事業通所型サービス事業）に関する業務 

施設の建物、敷地及び設備の維持管理に関する

業務  

 

(3) 利用の状況（有効性） 

ア 営業（開館）状況 令和３年度 令和４年度 備考 

 日数 295日 310日  

利用者数 6,313人 7,364人 

その他   

イ 利用者のニーズ・意見等 

利用者アンケートにおいて、施設の利用に関して次のよう

な意見・感想があった。 

（評価） 

設備・環境：満足60% 

職員対応：満足76％ 

送迎：満足82% 

入浴：満足76％ 

レクレーション：満足62% 

食事：満足74% 

要望への対応：満足58% 

（意見等） 

・テーブルの席、足もとが寒いです。 

・言葉使いも良く皆すばらしいです。 

・楽しい体操、入浴など、とても楽しく通わせて頂き、

ペースがあっていると思います。 

・遠いところで送迎は感謝しております。 

・お風呂に入るのが楽しみです。体を洗って頂き、気持

ちよく入浴させて頂いています。 

・いろいろ工夫された食事に感謝しております、残さず

いただくよう心がけております。おいしい味付けで頂

戴しております。 

・大変たのしいです。良く考えてくださり大満足です。 
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ウ 利用者のメリット（利便

性の向上、利用者の増加、

地域活性化等の効果） 

 経験ある福祉サービス事業者が事業を行うことにより、

おおむねの利用者の満足は高く、質の高い安定したサービ

スを受けられた。 

 

(4) 収支の状況（効率性） 

ア 決算 令和３年度（円） 令和４年度（円） 備考 

 

収入（Ａ） 58,020,070 68,306,614 〇介護保険収入 

R4:利用者増による増 

○補助金収入 

R3：9,000円（コロナ関

連） 

R4：1,470,826円（コロ

ナ・原油価格高騰関連） 

 

施設利用料等収入   

市支出の指定管理料   

介護保険収入 58,011,070 66,835,788 

補助金収入 9,000 1,470,826 

   

   

支出（Ｂ） 63,020,015 66,179,975 〇人件費 

R4：職員増 

〇消耗器具備品費 

R4：経費節減 

〇施設燃料費 

物価高騰による増 

○赤字の理由（R3） 

利用者の減による介護

保険事業収入の減 

○赤字の処理・対応

（R3） 

指定管理法人が補填

し、法人全体の収支の

中で対応 

 

人件費 47,407,663 50,327,559 

保健衛生費 201,190 308,605 

消耗器具備品費 500,565 279,580 

施設等修繕費 362,437 678,638 

水道光熱費 2,862,925 3,027,764 

施設燃料費 1,298,776 1,265,165 

上記以外の事業費 8,724,873 8,971,641 

事務費 272,783 315,485 

減価償却費等 1,388,803 1,005,538 

   

収支（Ａ－Ｂ） -4,999,945 2,126,639 

イ 運営上のメリット（経費

の節減、職員事務量の削減

の効果） 

サービスの提供に係る人材確保をはじめ、介護保険に関

する事務、日常的な施設の管理に係る市職員の事務量の大

幅な削減が図られている。指定管理者の業務における経費

削減等の経営努力により、安定した経営ができた。 
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２ 指定管理者選定の経過 

 (1) 募集の状況 

ア 募集方法（公

募・非公募） 
非公募 

 

非公募の理由 当該施設の利用者は、介護を必要とする高齢者であり、利用者個々

の心身の状況や介護方針等を熟知した管理者によりサービスを提供

する必要がある。事業継続が可能かつ評価の高い現管理者の指定管理

を継続することで、利用者個々へのサービスの質の維持及び向上が見

込まれる。現指定管理法人は指定管理に必要な専門性を有し、これま

でも質が高い安全・安心な介護サービスを提供しており、また利用者

からの評価も高いため、適正な管理運営を行うことができる団体と特

定されるため。 

イ 指定管理者

が行う業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田市北部デイサービスセンター指定管理業務仕様書抜粋 

11 業務について 

(1) 職員に関すること。 

ア 通所介護及び第一号通所事業の基準については、基準に従

い、必要な職種及び員数の職員を配置すること。 

職 職務の内容及び配置の基準 人数 

管理者 施設の管理及び従事者の監督を

行う。常勤であることが必要 

１人 

生活相談員 利用者の相談に応じ、ケアマネ

ジャーと利用の調整を行う。施

設の開館時間は、常時配置が必

要 

１人 

看護師又は

准看護師 

利用者の看護に従事 １人 

介護職員 利用者の介護に従事 サービス提供時間

に応じて１人以上 

機能訓練指

導員 

利用者の機能訓練に従事する。他

の職との兼職が可能 

１人 

調理員 調理に従事する。配置することが

望ましい 

１人 

イ 基準に規定する員数を超えて職員を配置することは可とす

る。 

ウ 職員の勤務形態は、デイサービスセンターの運営に支障が無

いように定めること。 

エ 職員に対して、デイサービスセンターの管理運営に必要な研

修を実施すること。 

(2) 運営に関すること。 

基準に従い、運営を行うこと。 

(3) 施設の安全管理及び衛生管理に関すること。 

ア 防火管理者を配置すること。 

イ 安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を防止して財産の保全
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イ 指定管理者

が行う業務 

（つづき） 

を図るとともに、利用者及び職員の安全確保に努めること。 

ウ 非常災害、事故等の緊急事態発生時に備え、具体的な対応計

画を定め、緊急時の連絡先等をあらかじめ市長に報告するとと

もに、避難その他必要な訓練を定期的に実施すること。 

エ 衛生管理に十分配慮し、食中毒等の防止に努めるとともに、

常に快適な利用ができる状態の保全に努めること。 

オ 職員に対し、感染症等に関する基礎知識の習得に努めるこ

と。 

カ サービスの提供に当たって、指定管理者の責めに帰するべき

事由により賠償すべき事故が発生した場合に備えて、損害賠償

のための損害賠償責任保険に加入すること。なお、建物の火災

保険は、市が付加する。 

(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。 

ア デイサービスセンターの適正な運営のため、通常の清掃業務

のほか、設備等に関する保守管理を行うこと。（別表「施設等

の管理に係る業務区分」参照） 

(5) 支援、相談に関すること。 

ア 地域の住民や利用者等から支援を求められ、または相談を受

けた場合は、デイサービスセンターの指定管理事業者としての

使命に基づき支援し、又は相談に応じること。 

イ 前記アの場合において、地域包括支援センターへの取次ぎを

行う等、関係機関との連携に努めること。 

(6) 個人情報保護に関すること。 

ア デイサービスセンターの適正な管理運営のため、飯田市個人

情報保護条例を遵守すること。 

イ 個人情報保護の体制をとり、職員に周知徹底すること。 

(7) 苦情処理 

指定管理者は、提供した介護保険サービスに関する利用者から

の苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置

し、これを利用者及び家族に周知すること。 

(8) アンケート調査 

定期的に利用者からの意見聴取や満足度等の把握を行うこと。

実施時期や項目については、市長と協議の上定める。 

  

 指定管理料 上限 0円 

ウ 応募者数 －団体 

 

(2) 選定の結果 

 ア 団体の概要 

(ｱ) 名称・商号 社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 

(ｲ) 代表者 会長 原 重 一 

(ｳ) 所在地 飯田市東栄町3108番地1 

(ｴ) 設立年月日 昭和38年７月15日 
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(ｵ) 設立目的 

飯田市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業

の健全な発達び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推

進を図ること。 

(ｶ) 基本財産 

現金 3,200,000円 

土地 飯田市大瀬木地積 山林51㎡ 

※基本財産は定款に定められている法人からの報告内容を記載 

(ｷ) 役員・職員 役員14名 

 

イ 選定の理由（令和５年飯田市告示第171号） 

候補者は、現在も当該施設の指定管理者として管理運営を良好に実施しており、地域

の通所介護サービス拠点としての役割を十分に果たしている。 

また、当該候補者は、飯田市の介護保険及び高齢者福祉に関する施策を推進する意図

を十分理解し、利用者に対するサービスの向上につながる取組等の提案を行っており、

的確な管理運営を行うことが期待できる。 

 

 (3) 評価の視点（適格性） 

   区分 配点 得点 評価 

ア 指定管理者と

しての適性 
10.0 7.5 

これまでに施設の管理運営を適正に行ってきてい

る。当該団体は、その他にも介護保険施設の管理運

営実績がある。 

イ 施設の有効活

用 
10.0 7.5 

施設の設置目的を理解し、設置目的達成に向けた

取組が期待できる。利用者への対応や施設管理など

適切に行われており、利用者からの満足度も概ね高

く、サービスの向上が図られている。 

ウ 利用者対応（改

善姿勢） 
20.0 20.0 

利用者からの苦情・要望等を把握し、それらを反

映させる仕組みが十分に検討されている。課題に対

しては、そのつど改善策など提案がされている。 

エ 事業収支（収支

の妥当性） 
10.0 7.5 

団体の財務状況に課題はあるが、コロナ禍の影響

で減少した利用者が回復し、経営は改善されている。 

オ 職員配置等の

管理体制 
20.0 10.0 業務に必要な専門職が適切に配置されている。 

カ 危機管理の対

応等 
20.0 20.0 

緊急時のマニュアルを備えている。また、緊急時

の対応訓練を施設の職員及び利用者で実施してい

る。 

キ 地域連携・地域

貢献 
10.0 7.5 

施設の設置目的を理解し、地域の団体等と連携し

た取組を行っている。 

合計 100.0 80.0  

   （備考）適格の合否基準は、評価得点の合計50.00点以上と定めた上で評価 
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(4) 提案された令和６年度の事業収支（収支予算の見積り） 

 

  項目 金額 （円） 

収入（Ａ） 72,112,000 

 指定管理料 0 

介護保険事業収入 72,112,000 

支出（Ｂ） 73,002,000 

 人件費 52,770,000 

保健衛生費・消耗品費 2,061,000 

水道光熱費・燃料費等 5,631,000 

上記以外の事業費 12,210,000 

事務費 330,000 

収支（Ａ－Ｂ） ▲890,000 

 


